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介護保険料の賦課・徴収誤りについて 

 

１ 概要 

介護保険制度において、第 1 号被保険者（65 歳以上の者）の保険料は、

住民税の課税状況や合計所得金額等に基づいて、第 1 段階から第 13 段

階の区分で賦課額を設定しています。  

生活保護受給者については、最も低額な第１段階の保険料となります

が、介護保険システムへの生活保護の資格異動情報の入力誤りにより、

生活保護受給者ではない方１名に対し、第１段階の保険料を賦課し、

506,995 円を過少に賦課・徴収していたことが判明しました。 

 

２ 原因 

平成 27 年度に、生活保護の資格異動情報を介護保険システムへ入力す

る際、誤って生活保護受給者でない方を生活保護受給者として入力した

ことにより、本来、第 5 段階の保険料を賦課・徴収すべき方に対し、平成

27 年度から令和 7 年度まで第 1 段階の保険料を賦課・徴収していたもの

です。 

 

３ 対象者への対応 

 （１）賦課・徴収の誤りについて説明し、謝罪しました。  

（２）平成 27 年度から令和 5 年度までの介護保険料については、時効によ

り賦課・徴収できないことから、今後、令和 6・7 年度の介護保険料の差

額 110,664 円について、納付していただくことにしております。 

 

４ 再発防止策 

生活保護資格異動情報入力後の確認を、ダブルチェック体制で行うと

ともに、定期的に生活保護受給者のデータと介護保険システムにおける

生活保護の資格データを突合し、誤入力のチェックを徹底することによ

り、適正な事務処理に努めます。  
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